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【本資料について】 

 本資料は栃木県障害福祉課における取扱いを示したものです。 
宇都宮市又は栃木市では取扱いが異なる場合があります。また、両市への提出書類等につ

いては、両市のホームページをご覧ください。 
 
【問い合わせ先について】 

 指定基準や報酬（加算の届出等）に関することは、各指定権者にお問い合わせください。 

 事業所の所在地 

宇都宮市 栃木市 左記以外 

障害福祉サービス 

障害者支援施設 

一般相談支援 

 

宇都宮市① 

 

栃木市 

 

栃木県 

障害児通所支援 宇都宮市② 栃木県 

障害児入所施設 栃木県 

計画相談支援 

障害児相談支援 
各 市 町 

  ※報酬に関することでも、支給決定に関係することは各市町にお問い合わせください。 

  ※情報公表制度（ワムネット）に関することは、宇都宮市及び栃木市（者）の事業者は、

各指定権者にお問い合わせください。 

 

 ○栃木県の連絡先（所在地：〒320-8501 宇都宮市塙田１-１-20） 

栃木県保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当 

  TEL:028-623-3059 又は 3029  FAX:028-623-3052 

  ※課の代表電話番号ではなく、福祉サービス事業担当宛て御連絡願います。 

  ※指導監査（実地指導）に関する内容は、指導監査課宛て御連絡願います。 

    ・栃木県保健福祉部指導監査課 障害者事業担当 

     TEL:028-623-3566  FAX:028-623-3569 

〈栃木県ホームページへのアクセス方法〉 

栃木県トップページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 

→画面上部 「子育て・福祉・医療」→「障害者」→「障害福祉サービス」→「事業者の方へ」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ○宇都宮市の連絡先（所在地：〒320-8540 宇都宮市旭１-１-５） 

①宇都宮市保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ 

   TEL:028-632-2918  FAX:028-639-8825 

  ②宇都宮市子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ 

   TEL:028-632-2943 FAX:028-638-8941 

 ○栃木市の連絡先（所在地：〒328-8686 栃木市万町９-25） 

  栃木市保健福祉部 福祉総務課 検査指導係 

  TEL: 0282-21-2237  FAX: 0282-21-2682 
 

〔支給決定に関すること〕 

 各市町の障害福祉主管課にお問い合わせください。 
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１ 総則的事項  

（１）令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に係る書類の提出について 

   令和６年度障害福祉サービス等報酬改定及び年度切り替えに伴い、以下の書類の提

出が必要になります。 

提出書類、提出期限（令和６(2024)年４月中旬予定）等は追ってお知らせしますが、

４月以降の介護給付費等請求事務を円滑に進め、国保連合会での請求エラー及び返戻

防止の観点からも、御協力をお願いします。 

  【提出書類】 

 ①前年度実績に基づく介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出につい

て 

②前年度実績に基づく障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書及

び自己評価結 果等の公表に係る届出書の提出について 

③障害福祉サービス等処遇改善計画書（令和６年度）の提出について 

④障害福祉サービス等処遇改善実績報告書（令和５年度）の提出について 

    提出期限：令和６(2024)年７月 31日（水） ※６月頃に事務連絡発出予定  

〈留意事項〉 

   ・提出書類等は栃木県のホームページに掲載しています。 

・①②の作成については、前年度（R5(2023).4.1～R6(2024).3.31）の利用実績等の

把握・集計が必要ですので、正確な把握・集計を行ってください。（平均利用者数等

を確認するため、平均利用者数算出シート等の提出もお願いします。） 

   また、届出内容に変更がない場合でも提出をお願いします。 

なお、訪問系の事業所や相談支援事業所等には提出を求めていない書類もありま

すので、対象事業所等については、事務連絡をご覧ください。 

・③④の作成について、当該加算を取得しない又はしていない事業者は提出不要です。 

 

（２）栃木県への提出書類について（押印の廃止） 

   県民等の利便性向上及び業務の省力化・効率化を図るため、申請、届出等の手続きに

おける押印については、令和３（2021）年４月１日以降、以下の書類を除き、原則とし

て廃止することとしましたので、お知らせします。 

   【押印を要する書類】 

    ・実務経験証明書 

    ・実務経験見込証明書 

 

（３）変更届出書等の期限内提出の徹底 

  変更届出書等の提出書類は提出期限が決まっていますので、必ず所定の期日までに提

出してください。 
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栃木県では届出をもとに事業者の給付費請求内容をシステム上で審査していますが、

届出が所定の期日までになされない場合、審査機能が機能せず、不適切請求につながるお

それがあります。 

 ①変更届出書 

  事業所や運営法人の名称・所在地、法人代表者・管理者・サービス管理責任者等に変更

があった場合は、変更の日から 10日以内に変更届出書を提出する必要があります。 

 ※電話・FAX 番号、メールアドレス等の変更は届出事項ではありませんので、変更届出書

の提出は本来不要ですが、各情報の訂正作業のため、当該様式による紙提出やメールによ

りお知らせください。（支給決定市町にも連絡してください。） 

  サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が欠如した場合は、欠如減算の有無に

かかわらず、変更届出書を提出してください。 

 ②介護給付費等（障害児通所・入所給付費）算定に係る体制等に関する届出書 

  新たに加算を算定する場合、加算の内容に変更がある場合、加算の算定を終了する場合

は介護給付費等（障害児通所・入所給付費）算定に係る体制等に関する届出書の提出が必

要となります（届出を必要とする加算に限る）。 

  毎月 15 日までに届出があったものについては翌月から、16 日以降の届出に関しては

翌々月からの適用となります。（新たな加算の算定、上位の加算区分への変更の場合。） 

  加算の算定の終了、下位の加算区分への変更の場合は、16 日以降の届出であっても該

当月からの適用となります。 

  なお、加算の算定については、あらかじめ届出が必要な加算と届出を要しない加算があ

ります。報酬告示の中で「・・・に適合している（実施している）ものとして都道府県知

事に届け出た・・・」と記載のあるものはあらかじめ届出が必要な加算です。詳しくは報

酬告示をご覧ください。 

 ③休止・廃止・再開届 

  事業所が休止・廃止・再開する場合は届出が必要です。廃止・休止しようとするときは

廃止・休止の１か月前までに、再開したときは再開の日から 10日以内に、廃止・休止・

再開届出書を提出してください。 

  また、廃止・休止届には、現に指定障害福祉サービス等を受けている者の氏名、希望サ

ービス、異動先事業所等を記載したリスト（任意様式）を添付してください。 

  なお、休止期間は原則６か月以内です。６か月以内に再開が見込まれない場合（再開に

向けた対応策がとられていなど）は、廃止を検討の上、廃止届を提出してください。（再

度、指定を受けることは可能です。） 

（参考資料１：平成 29(2017)年７月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監

査指導室、障害福祉課事務連絡「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る

留意事項等について」） 
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（４）変更指定申請について 

  以下のサービスについて、利用定員を増やしてサービス量・支援量を増加させる場合、

又は入所定員を増加させる場合は変更指定申請が必要となります。（利用定員・入所定員

を減少させる場合は変更届出） 

  変更指定申請は変更する日の前々月の末日までに提出してください。必要書類は栃木

県のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

（５）指定の有効期間について 

指定の有効期間は、６年間です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、指定

有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。 

栃木県では原則として、各事業者に更新のお知らせ等はしておりませんので、指定有効

期限は各事業者において管理してください。指定有効期限を過ぎた場合、給付費の請求が

できなくなりますので御留意ください。 

栃木県では指定更新申請の提出の締切を指定期限の前月末としておりますので、期日

までに提出をお願いします。必要書類は栃木県のホームページをご覧ください。 

 

（６）同一事業所における指定有効期限の異なるサービスの指定更新（指定有効期限の一本

化）について 

  同一事業所で指定有効期限が異なるサービスがある場合、指定有効期限が最も早いサ

ービスに併せて、すべてのサービスの更新を行うことができるものとしておりますので、

更新対象の事業所に合わせて他のサービスの更新を希望する場合は、事前に御連絡の上、

指定更新書類の提出をお願いします。 

 〈同一事業所の例〉 

  ・訪問系サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 

  ・多機能型事業所（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援） など 

 

（７）法人の合併・分割・営業譲渡の際の指定の取扱いについて 

  指定障害福祉サービス等事業者が合併等により組織変更を行う場合の新規指定・廃止

等の取扱いは、組織変更のケースに応じて参考資料６「指定障害福祉サービス事業者の組

織変更に対する指定の取扱い」により取り扱っております。 

 〈例〉 

  Ａ法人（指定受けていない）、Ｂ法人（指定事業者） 

   Ｂ法人がＡ法人に吸収合併される場合 

者サービス：生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 

児サービス：児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設 
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   ⇒Ａ法人：新規指定 Ｂ法人：廃止届 

 

２ 事業所運営及び基準条例に関する事項  

【サービス共通】 

（１）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験証明書の記載について 
新規指定や変更届出書に添付いただく実務経験証明書については、以下の点に留意の

上、記載をお願いします。 

・「施設・事業所の種別」について、告示に列挙されているどの法律に基づく施設、事

業なのかを明確に記載してください。 

・「業務内容」について、障害者に対する直接支援等を行っていたことが分かるように

記載してください。 

※以下の場合等は実務経験に含むことができません。 

・保険医療機関で看護師等として勤務していたが、障害者に対する支援等は行ってい

なかった場合 

・障害福祉サービス事業所等や老人福祉施設等を設置する法人に勤務していたが、会

計や庶務等のみ行っていて、直接支援に関係する業務を行っていなかった場合 

 

（２）勤務体制の確保及びその記録について 

  従業者の勤務管理については、サービス提供に必要な勤務体制を定めておくとともに、

従業者の勤務実績の記録を整備しなければなりません。勤務が確認できなければ、人員欠

如による減算はもとより、基準違反になる場合もあります。雇用関係書類（勤務時間のあ

る雇用契約書、タイムカード、出勤簿、給与明細など）の整備を必ず行ってください。 

  特に一人の従業者が１日に複数の事業所を兼務する場合、事業所ごとの勤務時間（実績）

を明確に管理してください。（勤務時間が１日８時間の従業者を勤務実績によらず便宜上、

４時間・４時間とすることは認められません。） 

 

（３）事故等発生時の報告について 

指定障害福祉サービス等の提供中（通所事業所については、送迎時を含む。）に事故及

び事件が発生した場合は、直ちに指定権者に電話により第一報を行い、その後速やかに事

故報告書（任意様式）を提出してください。 

  提出は個人情報漏洩防止のため、原則として郵送で行ってください。FAX を利用する場

合は、氏名等の個人情報を塗りつぶした上で送信し、送信後、電話で氏名等をお知らせく

ださい。 

  また、支給決定市区町村にも第一報の電話連絡を行い、報告書等の提出は各支給決定市

区町村の指示に従ってください。 

  報告を要する案件については、以下を参考にしてください。軽微な事故や誤薬について
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は報告不要です。 

 ・死亡（病気等によるものは不要）、骨折、誤嚥、所在不明、触法行為 

 ・食中毒、感染症の集団発生（概ね 10 名以上の集団発生） 

  ※参考資料７も参照のこと 

 ・個人情報の漏洩、利用者の不利益につながる職員の犯罪行為等 

 ・その他、利用者の生命身体に重大な影響を及ぼす事故 

 ※食中毒、感染症の集団発生は、保健所等への報告等についても適切に対応してください。 

なお、事故報告書の様式は任意のもので構いませんが、記載に当たっては以下の点に御

留意ください。 

 ・被害者、日時、事故等の状況、対応状況、経過、保護者・支給決定市町村等への連絡状

況を整理して記載すること。 

 ・特に、被害者については、氏名、年齢（生年月日）、支給決定市町村、障害支援区分、

障害者手帳の種類及び程度を記載すること。 

 ・再発防止策を記載すること。 

 

（４）居住系サービス事業所・施設における利用者の金銭管理について 

近年、栃木県内の障害福祉サービス事業所等において、従業者が利用者の預金を着服す

る事案が毎年のように発生しています（多くは共同生活援助事業所）。このような利用者

の財産を不当に処分する行為は、経済的虐待にも該当し、障害者の生命・財産を預かる事

業所又は施設においてあってはならないものであることから、改めて、預り金等の管理の

徹底について確認くださるようお願いします。具体的な確認事項等は参考資料を参照し

てください。 

（参考資料８：平成 29(2017)年４月 28 日障第 123 号栃木県保健福祉部障害福祉課長通知

「利用者預り金等の適正管理の徹底について」） 

 

（５）社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検について 

昨今の豪雨や台風、地震等の災害においては、大規模な停電や断水、食料不足等が発生

し、社会福祉施設等におけるライフライン等の確保について、改めて課題が顕在化しまし

た。社会福祉施設等においては、障害児者等の日常生活上の支援が必要な者が多数利用し

ていることから、ライフライン等が長期間寸断され、サービス提供の維持が困難となった

場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。 

各事業者におかれましては、平時の段階から、災害時にあってもサービス提供が維持で

きるよう、設備の点検や飲料水の確保等、社会福祉施設等の事業継続に必要な対策を講じ

ていただきますようお願いします。 

（参考資料９：平成 30(2018)年 10 月 19 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害

福祉課等事務連絡「社会福祉施設等における災害時に備えたライフライン等の点検につ
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いて」） 

（参考資料 10：平成 30(2018)年７月 18 日障第 357 号栃木県保健福祉部障害福祉課長通

知「社会福祉施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底に

ついて（依頼）」） 

 

（６）社会福祉施設等災害復旧費補助金について 

  近年の異常気象による大雨等により、施設が被災するケースが全国的に相次いでいま

す。令和元年台風第 19号でも、栃木県内でも多くの施設が被災しました。 

自然災害等により施設が被災した場合、利用者や職員の安全確保が第一ですが、その後

の施設（建物等）の復旧も急務です。 

県においては、国庫補助金を活用した社会福祉施設等災害復旧費補助金の制度があり

ますが、補助金を活用するためには施設が被災したことの証明が必要不可欠となります。 

つきましては、万が一、自然災害等により施設が被災した場合、次の点に留意の上、復

旧作業を行っていただきますようお願いします。 

○被災部分の写真を念入りに撮影、記録しておくこと。（特に大雨による浸水被害の場合、

清掃後では被災の状況が分かりづらく、被災したことの証明が困難となりますので、清

掃前に必ず写真を撮影してください。） 

○写真の撮影に当たっては次の点に留意すること。 

・被災箇所を多面的に撮影し、その長さ、広さが分かるよう、物差しを被災箇所に並べて

撮影するなどして被害内容・規模を明確にする。（浸水被害の場合、浸水跡（線）に物

差しをあてて浸水の状況を記録してください。） 

・ガラスが 100 枚割れていれば、その 100 枚の被害状況が分かるよう、撮影する。写真が

ない被災箇所については適用除外となってしまう可能性があるため、一見すると同じ

ような被災状況でも、必ず全ての補助対象箇所の写真を撮ってください。 

・フローリングの反り返りや膨張等は被害の状況が分かりづらいため、平行な物差し等と

一緒に写真を撮った上、反り返ったフローリングの一部（サンプル程度）を残してくだ

さい。 

○復旧工事等は補助金の手続きを待つことなく実施して構わないこと。 

○補助金の適用には複数の要件があるため、要件に合致しない場合、補助対象外となる場

合があること。 

 
【訪問系サービス】 

（７）平成 30(2018)年４月以降の訪問系サービスの従業者要件等について 

  標記の件については、これまで経過措置又は暫定的な取扱いとして示されていた要件

等が変更となっていますので、十分留意の上、サービス提供を行ってください。 
（参考資料 11：平成 30(2018)年２月９日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
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課訪問サービス係事務連絡「平成 30年４月以降の訪問系サービスの従業者要件等につい

て」） 
 
（８）居宅介護における同一建物減算（大規模）の取扱い等について 

平成 30(2018)年度障害福祉サービス等報酬改定において、居宅介護と同行援護の報酬

に新たに加算及び減算が設けられていますので、給付費請求当たって御留意ください。 
・同一建物等に居住する利用者等に居宅介護を提供した場合の減算 
・障害児に同行援護を提供した場合の障害支援区分に応じた加算の請求方法 

（参考資料 12：平成 30(2018)年３月 22 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課訪問サービス係事務連絡「居宅介護における同一建物減算（大規模）の取扱い等につ

いて」） 

 

（９）同行援護従業者養成研修に相当するものとして認める研修の取扱いについて 

  同行援護の従業者の資格要件として、「同行援護従業者養成研修一般課程又は応用課程

修了」がありますが、栃木県等が過去に行った視覚障害者移動支援従事者資質向上研修等

については、一般課程又は応用課程に相当するものとして認めている研修があります。 

  該当になるか否かについては、研修修了年度等によって異なりますので、確認したい場

合は、各指定権者宛て御連絡ください。（研修修了証等を確認の上、判断いたします。） 

 

【日中活動サービス】 

（10）生活介護における配置医について 

医師については、基準条例において、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数の配置（嘱託医の確保で可）が求められていますが、どの程

度の勤務実態をもって配置していると判断できるかという基準が不明確であったことか

ら、平成 31(2019)年４月１日以降、栃木県では以下のとおり取り扱うこととしておりま

す。 

 【医師配置の目安】 

 ・医師が健康管理や相談、基本的診療等のために、障害者支援施設、生活介護事業所に原

則毎月１回以上の勤務を行っていること。 

 ※１（２）の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書に添付する従業者の勤務の体

制及び勤務形態一覧表には、必ず配置医の勤務予定を記載してください。 

 〔未配置と判断する具体例〕 

  ・医師が年に数回、健康診断や予防接種のためだけに来所し、診療等をする場合 

・嘱託医契約はあるものの、勤務実態がほとんどない場合（実質的な協力医療機関にな

っている場合） 

なお、看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて
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医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い

とすることができます。（これ以外の事業所については、医師を必ず配置する必要があり、

未配置の場合は指定基準を満たさないことになります。） 

これに該当する場合は、報酬算定上、医師未配置減算の適用を受ける必要がありますの

で、１（２）の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書により届出を行ってくださ

い。 

実地指導等において、医師の勤務実態を出勤簿等により確認させていただき、未配置と

判断された場合は、過誤調整を行っていただきますので、御承知おきください。 

（参考資料 13：平成 31(2019)年２月 22 日栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事

業担当事務連絡「指定生活介護事業所における医師未配置減算の取扱いについて（通知）」） 
 

（11） 就労移行支援事業の適正な実施について 

  就労移行支援事業の適正な実施に向け、令和２(2020)年２月１日より、令和元年 11月

５日障障発 1105 第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労

移行支援事業の適正な実施について」（参考資料 14）が適用となっておりますので、遺漏

なきようご留意ください。 

 【主な内容】 

  ・利用者が就職した場合には支給決定権者である市町村に適時に報告すること。 

  ・原則として、利用者が就労移行支援の利用を経て就労した後は、引き続き当該就労移

行支援を利用し就労移行支援サービス費を算定することはできない（施設外支援の

対象となるトライアル雇用の期間を除く）。 

  ・ただし、市町村が、利用者が就職したことを把握した上で、就労中の就労移行支援の

必要性が認められると判断し、改めて就労移行支援の利用について支給決定を行っ

た場合に限り、就職した後も新たに就労移行支援を利用することが可能。 

  ・事業者が、都道府県等に対し、就労移行支援の基本報酬の算定区分に関する届出書等

を提出する際には、添付資料として雇用契約書、労働条件通知書又は雇用契約証明書

の写し等を併せて提出すること。 

 

（12）施設外支援及び施設外就労実施に当たっての留意事項等について 

  就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所における施設外支援及び施設外就

労の実施に当たっては、様々な要件・留意事項等がありますので、平成 19(2007)年４月

２日障障発 0402001 号（最終改正：令和３(2021)年３月 30日障障発 0330 第２号）厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事

業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（参考資料 15）に基づき、適正な運用をお

願いします。 

 【施設外就労の主な要件（通知２（２）参照）】 
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  ①施設外就労を行うユニットについては、当該施設外就労を行う日の１ユニットあた

りの利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方法による）の職員を配

置する。事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対し

て報酬算定上必要とされる人員（常勤換算の方法による）の職員を配置すること。 

  ②施設外就労の提供が当該施設の運営規程に位置づけられていること。 

  ③施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向上

及び一般就労への移行に資すると認められること。 

  ④緊急時の対応ができること。 

  ⑤施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約していること。 

  ⑥施設外就労により就労している利用者については、月の利用日数のうち最低２日は、

施設外就労先又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

 

 【施設外支援の主な要件（通知２（１）参照）】 

  ①施設外支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置づけら

れていること。 

  ②施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置づけられ、１週間ごとに当該個別支

援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により就労能

力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行が認められること。 

  ③利用者又は実習受入事業者等から、当該施設外支援の提供期間中の利用者の状況に

ついて、聞き取ることにより、日報が作成されていること。 

  ④施設外支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。 

  ※施設外でのサービス提供期間は年間 180 日が限度となります。 

 
（13）就労継続支援Ａ型における指定基準の遵守について 

  就労継続支援Ａ型の実施に当たっては、指定基準において、生産活動に係る事業の収入

から必要な経費を控除した額に相当する金額が利用者に支払う賃金の総額以上とするこ

と及び工賃の支払に要する額に自立支援給付の額を充ててはならないこと等が規定され

ています。 

  しかしながら、指定基準を満たしていない事業者が多数あることから、既に提出いただ

いている経営改善計画等に基づき、指定基準の遵守をお願いします。 

  長期間に渡り、指定基準を満たしていない場合や経営改善の見込みがない場合は、障害

者総合支援法に基づく勧告・命令の措置や、指定の取り消し又は停止を検討せざるを得ま

せんので、御承知おきください。 

 （参考資料 16：平成 29(2017)年３月 30 日障障発 0330 第４号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課課長通知「指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた

指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について」） 
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（参考資料 17：平成 30(2018)年３月２日障障発 0302 第１号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課長通知「指定就労継続支援Ａ型における適正な運営に向けた指定

基準の見直し等に関する取扱いについて」） 

 

（14）就労系サービスにおける会計処理について 

  就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業における会計については、「社会福祉法人

会計基準」や「就労支援事業会計処理基準」（社会福祉法人以外）に基づき適切な会計処

理をお願いします。 

〈主な留意事項〉 

 ・就労支援事業会計（生産活動）と福祉事業会計（訓練等給付費）を区分する。 

・同一法人で複数の事業所を運営する場合、それぞれ会計を区分する。 

 ・多機能型事業所の場合、サービスごとに会計を区分する。 

・共通経費は合理的な方法で按分する。 

 ・生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当

する金額を利用者に工賃として支払う。 

 ・原則として剰余金は発生しないが、一定の条件を満たした場合は積立金を計上できる。

（工賃変動積立金、設備等整備積立金） 

（参考資料 18：平成 25(2013)年１月 15日社援発 0115 第１号厚生労働省社会・援護局長通

知「「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について」、【別紙】

就労支援の事業の会計処理の基準） 

（参考資料 19：平成 25(2013)年１月 15 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課事務連絡「「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正に伴う

留意事項等の説明」、「就労支援の事業の会計処理の基準」の改正に係る留意事項等の説明

（Ｑ＆Ａ）） 

 このほかの資料は栃木県のホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

栃木県トップページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 

→画面上部 「子育て・福祉・医療」→「障害者」→「障害福祉サービス」→「事業者の方へ」 

→「障害福祉サービスに関する通知等」 日中系サービス関係 

 

（15）就労定着支援の円滑な実施について 

  平成 30(2018)年度から新設された就労定着支援については、円滑な実施に向け厚生労

働省から指定基準の解釈、報酬の留意事項、支給決定の取扱い等が示されていますので、

既に実施されている事業者については、改めて御確認いただくとともに、一般就労への移

行実績がある就労移行支援事業所等でまだ指定を受けていない事業所においては、障害

者の職場定着を推進する観点からも積極的な就労定着支援の実施を御検討ください。 

  また、就労定着支援事業所と関係機関との連携等についても示されていますので、併せ
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て御確認ください。 

（参考資料 20：平成 30(2018)年７月 30日障障発 0730 第２号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課長通知「就労定着支援の円滑な実施について」） 

（参考資料 21：平成 30(2018)年３月 14 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課等事務連絡「障害者就業・生活支援センターと就労定着支援事業所の関係について」） 

 

（16）生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業所にかかる「自己点検チェックのためのガイ

ドライン案」「自己点検チェックリスト案」「実践事例集」の公表について 

   現在、生活介護所及び就労継続支援Ｂ型の利用者数は、障害福祉サービス利用者のおよ

そ約６割を占め、利用者の障害についても多様化して中においては、利用者の多様なニー

ズに対する支援の提供が特に必要となっています。このような状況においては、事業所間

や地域間での支援の質に著しい差が生ずることのないよう、一定の支援の質の担保が望

まれます。 

  そこで今般、厚生労働省では、生活介護事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所における取

組みを自ら振り返るためのツールとして、「自己点検チェックのためのガイドライン案」、

「自己点検チェックリスト案」及び「実践事例集」を作成し、厚生労働省ホームページに

て公表しております。 

  生活介護事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所設置法人におかれましては、今後益々の

支援の質向上のため、上記ツールをお役立ていただきますようお願いいたします。 

○自己点検チェックのための生活介護事業ガイドライン案 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527138.pdf 

○自己点検チェックのための就労継続支援Ｂ型事業ガイドライン案 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527083.pdf 

○自己点検チェックリスト案 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahuk

ushi/service/shurou.html 

○実践事例集 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000527668.pdf 

（参考資料 22：令和元 (2019)年７月 16日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課事務連絡「生活介護事業所、就労継続支援Ｂ型事業所にかかる「自己点検チェックのた

めのガイドライン案」「自己点検チェックリスト案」「実践事例集」の公表について」） 

（参考資料 23：ガイドライン、自己点検チェックリスト案及び実践事例集の概要について） 

 

【居住系サービス】 

（17）宿直職員の勤務時間（常勤換算）の取扱いについて 

障害者支援施設や共同生活援助事業所等において、宿直職員の宿直中の時間を人員基
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準上の常勤換算に含めて計算している例が散見されます。 

宿直職員の宿直中の時間は勤務時間（常勤換算）に含むことはできませんので、十分御

留意ください。（宿直職員が宿直時間帯以外に行う業務は勤務時間（常勤換算）に含めて

構いません。） 

なお、宿直を行うに当たっては、労働基準監督署長の許可が必要なほか、宿直中の業務

内容に要件がありますので、労働基準法等の規定を遵守し、適切な運用をお願いします。 

 

（18）共同生活援助事業所の人員配置について 

共同生活援助事業所は管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員（介護サービ

ス包括型、日中サービス支援型の場合）の配置が必要です。 

指定基準上の人員配置とは、利用者の起床から就寝までの活動時間帯における配置を

意味し、本体報酬で評価されることとなります。 

世話人、生活支援員は、利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動終了（就寝）時刻

から開始（起床）時刻までを基本とする夜間時間帯（午後 10 時から午前５時を最低限含

む。）を設定し、当該夜間時間帯以外の時間帯におけるサービス提供に必要な員数を確保

することが必要です。夜間時間帯における夜勤職員の勤務時間は人員基準上の常勤換算

に含めることはできません。 

夜勤職員や宿直職員の配置は、指定基準上必ずしも必要ではなく（日中サービス支援型

を除く。）、必要に応じて配置した場合は、別途届出を行うことにより夜間支援等体制加算

により報酬上評価されます。 

複数の共同生活住居を持つ事業所については、必要な員数（必要配置時間数）は事業所

全体の利用者数に応じ算出し、住居ごとに定められているものではありませんが、利用者

の安定した日常生活の確保と、支援の継続性の観点から住居ごとに担当の世話人を定め

る等の配慮を行ってください。 

また、世話人等が利用者のいない時間帯に配置された場合でも常勤換算に含めること

はできますが、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同

生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切か

つ効果的に行わなければなりません。 

良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるよう調理、洗濯そ

の他の家事等を利用者と従業者が共同で行うよう努める必要もあります。 

土日や年末年始等の人員配置についても、サービスの基本方針等に沿った適切な人員

配置を行い、終日、世話人等の従業者が不在となることのないようにしてください。 

 ※日中サービス支援型では夜勤職員の配置が必須なほか、１日を通じて１人以上の世話

人又は生活支援員を配置しなければならないこと、常勤従業者の配置、短期入所の併設等

の要件があります。 



- 13 - 
 

（19）共同生活援助における共同生活住居の取扱いについて 

  共同生活住居の設置に当たっては以下の点に御留意ください。（日中サービス支援型を

除く。） 
 ・共同生活住居は１つの建物内において原則１つであること。 

 ・ただし、マンション等以外の建物であって、１つの建物内に複数の共同生活住居を設置

する場合、その入居定員の合計数が基準に規定する入居定員（20 人以下（新築建物の場

合は 10 人以下））以下である場合は、入口（玄関）が別になっているなど建物構造上、共

同生活住居ごとの独立性が確保されている場合は複数の共同生活住居を設置して差し支

えないこと。 

 ・また、マンション等の建物内の全ての住戸を共同生活住居にするのではない場合は、入

居定員の合計数が基準に規定する入居定員（20 人以下（新築建物の場合は 10 人以下））

を超えても差し支えないこと。 

 ・マンション等の建物内において複数の共同生活住居を設置する場合、その入居定員の合

計数が基準に規定する入居定員（20 人以下（新築建物の場合は 10 人以下））以下である

場合は、建物内の全ての住戸を共同生活住居にすることができること。 

（参考資料 24：平成 26(2014)年９月 22 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課地域生活支援推進室事務連絡「共同生活援助（グループホーム）の共同生活住居の取

扱いについて」） 

 

（20）共同生活援助における防火安全対策について 

共同生活住居の防火安全対策については、消防法施行令等に基づき、管内の消防署等と

連携を図りつつ適正な運用を行っていただくほか、スプリンクラー設備等の設置義務の

ない場合も設置を検討するなど、防火安全対策に万全を期されるようお願いいたします。 

運営基準においても次の事項の災害対策が規定されています。 

① 非常災害に関する具体的計画の策定 

② 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の構築 

③ ①及び②の事項の定期的な従業者に対する周知 

④ 定期的な避難訓練の実施 

（参考資料 25：平成 30(2018)年２月 20 日障第 957 号栃木県保健福祉部障害福祉課長通知

「社会福祉施設等における防火安全対策の徹底について」） 

（参考資料 26：平成 27(2015)年３月９日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課地域生活支援推進室事務連絡「障害者グループホームにおける防火安全体制の徹底及

び点検について」） 

 

（21）短期入所の人員配置について 

障害者支援施設や共同生活援助事業所等に併設又は空床利用している短期入所事業所
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の場合、当該施設（事業所）の入所（利用）者数及び指定短期入所事業の利用者数の合計

数を当該施設（事業所）の入所（利用）者の数とみなした場合に、当該施設（事業所）と

して必要とされる数以上の人員配置が求められます。 
 
〔障害者支援施設に併設する場合又は空床利用する場合〕 
施設入所支援の前年度の平均利用者数と短期入所の前年度の平均利用者数の合計数に

応じた夜勤職員の配置が必要です。（夜勤職員配置体制加算を算定する場合も合計数で判

断します。） 
当該年度において、短期入所の利用がない日においても、前年度の平均利用者数の合計

数に応じた配置が必要です。 
〈例〉施設入所支援の前年度の平均利用者数 59.0 人 

    短期入所の前年度の平均利用者数 2.0 人 

    合計数 61.0 人 

    →夜勤職員２名の配置が必要 

    ※利用者の数の合計が 60以下→１以上 

     利用者の数の合計が 61以上→１に、利用者の数の合計が 60 を超えて 40 又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

 
〔共同生活援助事業所に併設する場合又は空床利用する場合〕 
①共同生活援助を行う時間帯（夜間時間帯以外） 
共同生活援助の前年度の平均利用者数と短期入所の前年度の平均利用者数の合計数に

応じた世話人・生活支援員（介護サービス包括型の場合）の配置が必要です。 
当該年度において、短期入所の利用がない場合においても、前年度の平均利用者数の合

計数に応じた配置が必要です。 
②短期入所を行う時間帯（夜間時間帯） 
夜勤又は宿直職員を、当該日の短期入所の利用者の数が６名以下の場合においては１

以上、利用者の数が７名以上の場合においては、１に当該日の利用者の数が６名を超えて

６又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置する必要があります。 
夜間時間帯は前年度の平均利用者数の合計ではなく、当該日の利用者数に応じた配置

が必要です。 
なお、短期入所の夜勤又は宿直職員が共同生活援助の夜間支援等体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）

の夜間支援従事者を兼務することは可能です。 
 

【障害児向けサービス】 

（22）自己評価結果等の公表について（児童発達支援、放課後等デイサービス） 

  基準条例の改正（児童発達支援は平成 30(2018)年４月１日から、放課後等デイサービ
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スは平成 29(2017)年４月１日から）により、児童発達支援及び放課後等デイサービス事

業者は提供する支援の質の評価・改善を行い、その内容をおおむね１年に１回以上、イン

ターネット等により公表しなければなりません。 

  自己評価及び改善を図るに当たっては、児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイ

サービスガイドラインを参考にしてください。 

また、自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援及び放課後等デイサ

ービスについて、未公表の場合、平成 31(2019)年４月１日から減算が適用されます。 

公表済みの事業所については、１（２）の自己評価結果等の公表に係る届出書を提出し

てください。公表済みであっても届出がされていない場合は、減算対象となりますので、

御注意ください。 

  なお、新規開設事業所については、開所から１年以内に評価・改善・公表を行い、自己

評価結果等の公表に係る届出書を提出してください。 

 

（23）児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインについて 

児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、制度創設以降、利用者、費用、事

業所の数が大幅に増加している一方、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではな

い事業所が増えているとの指摘があり、支援内容の適正化と質の向上が求められていま

す。 

各事業者におかれましては、児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガ

イドラインを参考により一層の支援の質の向上に取り組まれるようお願いします。 

（参考資料 27：平成 29(2017)年７月 24日障発 0724 第１号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知「児童発達支援ガイドラインについて」） 

（参考資料 28：平成 27(2015)年４月１日障発 0401 第２号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知「放課後等デイサービスガイドラインについて」） 

 

（24）運営規程に定める営業時間等について（児童発達支援、放課後等デイサービス） 

栃木県では営業時間を次のとおり整理していますので、適切な運用をお願いします。 

・営業時間とは、送迎のみを実施する時間は含まれないサービスの提供時間をいい、具

体的には、事業所に直接支援の業務に従事する職員を配置し、利用者を受け入れる体制

を整えている時間をいう。 

（参考資料 29：平成 29（2017）年３月 31 日付け障第 1129 号栃木県保健福祉部障害福祉課

長通知「運営規程に定める営業時間等について」） 

 

（25）児童福祉施設等に設置している遊具等の安全管理の強化について 

今年度、遊具の欠損等により、当該遊具利用中に児童がケガを負うケースが、全国的に

散見されました。児童福祉施設等設置者におかれましては、設置している遊具の安全確保
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のため、日常の点検と不備があった場合の適切かつ速やかな対応について、より一層万全

を期されるよう、お願いいたします。 

（参考資料 30：令和元（2019）年６月 17 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課ほか連名事務連絡「児童福祉施設等に設置している遊具等の安全管理の強化について」） 

 

３ 報酬に関する事項  

（１）人員欠如減算の対象期間の取扱いについて 

人員欠如減算の取扱いについては、報酬告示や留意事項通知により規定されています

が、対象期間の具体的取扱いは以下のとおりとなりますので、十分留意の上、給付費請求

事務を行っていただきますようお願いします。なお、人員欠如に該当するに至った場合は、

欠如減算の有無にかかわらず、速やかに変更届出書を御提出ください。 

 

○具体例 

【サービス提供職員欠如の場合（１割以内の範囲で減少）】 

 ・欠如期間：４月１日～10月 31 日 

（11 月は常勤換算で人員基準を満たす（者サービス）） 

（11月はすべての営業日で人員基準を満たす（児サービス）） 

 ・減算対象月：６月（欠如の翌々月）～11 月（人員欠如が解消されるに至った月） 

        ※６月～９月は基本報酬の 70/100、10 月・11月は 50/100 を算定 

        ※１割以内か否かについては、個別に判断させていただきます。 

【サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如の場合】 

 ・欠如期間：４月１日～10月 14 日（10月 15 日にサビ管・児発管配置） 

 ・減算対象月：６月（欠如の翌々月）～10 月（人員欠如が解消されるに至った月） 

        ※６月～９月は基本報酬の 70/100、10 月は 50/100 を算定 

 ・個別支援計画未作成減算について： 

サビ管・児発管が不在となった場合、個別支援計画の作成ができませんので、次のい

ずれかに該当する月から（翌々月ではありません。）当該状態が解消されるに至った月

の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算が適用となります。 

  ①サビ管・児発管の指揮の下、個別支援計画等が作成されていないこと。 

  ②運営基準に規定する個別支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていな

いこと。（一連の業務とはモニタリングや計画の見直し等のことです。） 

★減算の適用を受ければ、人員基準違反をしてもいいというものではありません。人員

欠如が継続する場合、従業者の確保や増員はもとより、利用定員等の見直し、事業の休

止・廃止を検討してください。  

 

（２）重度障害者支援加算等に係る支援計画シートについて 
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行動援護、生活介護、共同生活援助、施設入所支援において、「支援計画シート等」の

作成を要件とした加算（行動援護は未作成減算）がありますが、支援計画シートを作成し

ていない事業所等が散見されることから、以下のとおり取扱いいただきますようお願い

します。 

・支援計画シート等の書式は「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意

事項について」（平成 26(2014)年３月 31 日障障発 0331 第８号 厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長通知）（参考資料 31）にある「（参考１）支援計画シート（例）」

及び「（参考２）支援手順書兼記録用紙（例）」を参考に、各事業所の状況に応じた「支援

計画シート等」の策定を行うこと。 

・個別支援計画と支援計画シート等は内容が異なるため、別に作成すること。 

 

（３）短期入所における短期利用加算の算定について 

算定要件を厚生労働省に確認した結果を平成 30（2018）年 12 月６日栃木県保健福祉部

障害福祉課福祉サービス事業担当事務連絡「短期入所における短期利用加算の算定につ

いて」（参考資料 32）によりお知らせしていますので、請求にあたっては御留意願います。 

 

（４）児童発達支援事業における送迎加算の算定について 

 栃木県では、「保育所」又は「幼稚園」と事業所間の送迎は、送迎加算の算定対象とし

て認めていませんので、請求事務に当たっては御留意ください。 

（参考資料 33：平成 29（2017）年 12 月 25 日付け栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サー

ビス事業担当事務連絡「児童発達支援事業における送迎加算の算定について」） 

 

（５）障害児通所支援の児童指導員配置加算の算定について 

  事業所に置くべき従業者の人数に加え、従業者を一人以上配置している場合に、児童指 

導員等加配加算を算定することができることになっています。そして事業所には児童

発達支援管理責任者を一人以上配置しなければならないこととなっており、児童発達

支援管理責任者を配置していない場合は、児童指導員等加配加算を算定することがで

きません。 

児童発達支援管理責任者が欠如した場合は、児童発達支援管理責任者欠如減算の有

無にかかわらず、児童指導員等加配加算を算定することができませんので、変更届出書

等を速やかに提出するとともに、請求事務に当たっては御留意ください。 

（参考：平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ 問 61「指導員加配加

算」） 

 

（６）介護給付費等の請求に係る年度当初の入力ミス等の防止について 

例年、年度当初の給付費請求は事業所担当者の入力ミス等により、膨大なエラーが発生
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しています。栃木県ではエラーの原因を特定し、各事業所に連絡を行っていますが、業務

に支障を来している状況です。つきましては、年度当初の給付費請求については以下の点

に留意いただき、適正な請求事務を行っていただきますようお願いします。 

 ・人事異動等により請求事務の担当者が代わる場合は、十分な引継ぎを行うこと。 

・前年度実績に基づく届出等により基本報酬区分や各種加算の適用の有無に変更がない

か、十分に確認を行うこと。 

・事業所の明らかな入力ミス等によるエラーの場合、栃木県からの連絡を行わない場合が

あること。（返戻になる可能性があります。） 

 

４ その他  

（１）喀痰吸引制度について 

  ①制度の概要 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）の一部改正により、平成24(2012)

年４月１日から、一定の研修を修了し、都道府県から「認定証の交付」を受けた介護職員

等は、一定の条件を整えた「登録事業者」の下で「たんの吸引等」の業務を実施すること

が可能となりました。 

医療的なケアが必要な障害児者のニーズに的確に応え、その支援の向上を図るため、職

員の研修受講や実施事業者への登録について、積極的な御検討をお願いします。 

 ○実施可能な行為（受講した研修等により実施可能な行為は異なります） 

・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）  

・経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養） 

 ②介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)業務に必要な手続き 

  介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修（喀痰吸引等研修）を受け、た

んの吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」

の交付を受けるとともに、当該職員が所属している事業者が事業所ごとにその所在地を

管轄する都道府県から「登録特定行為事業者」として登録を受けることが必要です。 

 ③介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)実施のための研修について 

 ・介護福祉士以外の介護職員（平成 28(2016)年度国家試験より前に資格取得した介護福

祉士を含みます）が、たんの吸引等を実施するためには、都道府県又は都道府県知事から

登録を受けた登録研修機関が実施する喀痰吸引等の研修を受講し修了することが必要と

なります。 

 ・不特定多数の利用者に対してたんの吸引等の医行為を実施することができる介護職員

を養成する「第一号・第二号研修」と、特定の利用者に対して特定のたんの吸引等の医行

為を実施することができる介護職員を養成する「第三号研修」があります。 

 ・研修修了後、都道府県知事に認定証の交付申請を行い「認定特定行為業務従事者認定証」

の交付を受けることにより、登録事業者の従事者として、たんの吸引等が実施できます。 



- 19 - 
 

 ・栃木県では、平成 26(2014)年度までは栃木県が研修実施主体として、委託研修機関に

て実施していましたが、平成 27(2015)年度からは、栃木県に登録をした研修機関におい

て研修を実施しています。研修日程等詳細については、登録研修機関（参考資料 34：登

録研修機関一覧（平成 31（2019）年４月１日現在参照））へお問い合わせください。 

 ④登録特定行為事業者の要件について 

  登録特定行為事業者としての登録を都道府県から受けるためには次の要件等がありま

す。（詳しくは参考資料 35：「登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書

類チェックリスト」をご覧ください。※これ以外にも欠格事由に該当しないなどの要件が

あります。） 

 ・医師、看護師等その他の医療関係者との連携が確保されていること。 

 ・喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていること。 

 ・喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するための必要な措置が講じられていること。 

 ★各種手続きに必要な様式等は栃木県ホームページに掲載しています。 

〔ホームページへのアクセス方法〕 

栃木県トップページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/ 

→画面上部 「子育て・福祉・医療」→「高齢者」→「介護保険」→「介護保険情報」 

→介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について 

また、栃木県では喀痰吸引等研修（第三号研修）の受講を促進し、障害福祉サービス従

事者の資質向上を図るため、「介護職員喀痰吸引研修受講促進事業」（医療的ケア児支援人

材育成事業）を行っておりますので、積極的な活用を御検討ください。（資料９参照） 

 

（２）関係法令の遵守について 

  事業所の運営に当たっては、障害者総合支援法や指定基準等はもちろん、関係法令も遵

守するようお願いします。 

 〈具体例〉 

  ・施設、設備について  →  都市計画法、建築基準法、消防法 など 

  ・従業者の労務管理、労働保険・社会保険について → 労働基準法 など 

  ・関係法令に基づく許可・届出が必要な生産活動を行う場合 

（食品を扱う場合→食品衛生法、クリーニング業を行う場合→クリーニング業法、リサ

イクル業を行う場合→廃棄物の処理及び清掃に関する法律、古物営業法 など） 

  ・通院等乗降介助を行う場合  →  道路運送法の事業許可 
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